
呉市基幹相談支援センター 2026年度強度行動障害支援者養成研修の案内 
 
行動障害のある人のうち，生活環境への著しい不適応行動や，自傷や他害行為など危険を伴う行動を頻

回に示す，いわゆる強度行動障害のある人に対して，障害福祉サービス事業所などにおいて適切に支援が
行えるよう，支援者に基礎的な知識と技術に関する情報を提供することを目的とします。 
「強度行動障害支援者養成研修」「同行援護従業者養成研修」「重度訪問介護従業者養成研修」のいずれ

かを受講すれば，初任者研修等のヘルパー資格のない方でも呉市の移動支援に従事することができます。 
 
【日 時】 

第１回 

【基礎研修】 
① 2026年 7 月 4日（土）  9：00～16：30 
② 2026年 7 月 5日（日）  9：00～16：30 

【実践研修】 
③ 2026年 7 月 11 日（土）  9：00～16：20 
④ 2026年 7 月 12 日（日）  9：00～16：30 

第２回 

【基礎研修】 
① 2026年 11月 7 日（土）  9：00～16：30 
② 2026年 11月 8 日（日）  9：00～16：30 

【実践研修】 
③ 2026年 11月 14日（土） 9：00～16：20 
④ 2026年 11月 15日（日） 9：00～16：30 

 
【場  所】くれんど ジョバンニ（呉市安浦町安登西一丁目 4 番 10 号） 
【受講内容】 
講習 
① 強度行動障害がある者の基本的理解に関する講義（1.5ｈ） 
② 強度行動障害に関する制度及び支援技術の基礎的な知識に関する講義（5ｈ） 
③ 強度行動障害がある者へのチーム支援に関する講義（3ｈ） 
④ 強度行動障害と生活の組立てに関する講義（0.5ｈ） 
演習 
① 基本的な情報収集と記録等の共有に関する演習（1ｈ） 
② 行動障害がある者の固有のコミュニケーションの理解に関する演習（3ｈ） 
③ 行動障害の背景にある特性の理解に関する演習（1.5ｈ） 
④ 障害特性の理解とアセスメントに関する演習（3ｈ） 
⑤ 環境調整による強度行動障害の支援に関する演習（3ｈ） 
⑥ 記録に基づく支援の評価に関する演習（1.5ｈ）  
⑦ 危機対応と虐待防止に関する演習（1ｈ） 

【受講対象】 
受講に際して必要な資格や実務経験などは必要ありません。ただし、行動援護従事者として従事するた
めには知的障害児者又は精神障害者の介護等の業務に１年以上従事した経験を有します。 
※市町村によっては実務経験が 1年に満たなくても、移動支援事業に従事することができます。 

【受講定員】 24 名（先着順） 



【受 講 料】  (基礎研修)15,000 円 (実践研修)15,000円 (両方)25,000円  ※テキスト代含む 
【申込み方法】 
（１）要綱の右側“申込フォーム”からお申込みいただくか、下記の受講申込書に必要事項を記入の上、

ファックスまたはメールで申し込んでください。 
（２）定員になりしだい締め切ります。 
（３）受講料は振込にてお願いします。納付した受講料は原則として返金できません。 

（テキストは当日配布します） 
※受講日 1 か月前から振込先等を記入した「受講決定通知書」をメールにてお送りいたします。 

【講習会修了証の交付】 
すべての講習科目を受講し、実技講習の審査の結果、合格した方に修了証を交付します。 

 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------切り取り----------------------------------------------------- 

呉市基幹相談支援センター 強度行動障害支援者養成研修 受講申込書 
※修了者を県へ報告する義務があります。受講者の方の住所、電話番号を記入ください。 

受講者名
フリガナ

 
 

 

受講者 
住所 

電話番号 

〒    － 
 

（℡） 

事業所名 
住所 

電話番号 

（事業所名） 
〒    － 
 

（℡） 

生年月日 （西暦）     年   月   日 

希望日程 
第   回    年   月   日～   月   日 

基礎研修 ・ 実践研修 ・ 両方  (いずれかに○をしてください) 

受講決定通知書の 
受け取り 

（どちらかに〇） 

メール希望 

（アドレス） 
郵送希望 

個人情報の取扱いについて 
１．受講生個人を識別できる受講生名、住所、生年月日の情報を「個人情報」とします。 
２．個人情報は下記の目的に使用させていただきます。 
 ①当団体からの郵便物の発送 ②重大事故発生時における国土交通省からの受講内容の照会 
３．ご提供いただいた個人情報は、個人情報が不要であることを確認した時点で、およびその後当団体が必要と判断する一定月数を含め
た期間において、第三者がお客様の個人情報に触れないよう、適切な管理体制のもとに、当団体が保管いたします。受講生ご本人から、
個人情報の開示、修正または削除のご依頼があったときは、すみやかに開示、修正、または削除いたします。 

〈問い合わせ・申し込み先〉 
呉市基幹相談支援センター 

(社会福祉法人 くれんど) 
〒737-2517 呉市安浦町水尻 1-3-1 

Tel：0823-69-1055 Fax：0823-69-0043 
ホームページ：https://kurend.com/ 

メールアドレス：kure-kikan@kurend.com 

https://kurend.com/

